
第１回北海道地域農業特定技能協議会運営委員会 

議事次第 

日時：令和元年６月２８日（金）14:30～16:00  

場所：北海道庁 本庁舎 7階 農政部第 1中会議室 

開 会 

１ 北海道地域農業特定技能協議会運営委員会の設置について 

２ その他 

閉 会 



第１回「北海道地域農業特定技能協議会運営委員会」

出席者名簿

（順不同・敬称略）

【制度所管省庁】

札幌出入国在留管理局 審査部門 統括審査官 北 晴美

北海道警察本部 刑事部 組織犯罪対策局 組織犯罪対策課 課長補佐 原 智則

北海道労働局 職業安定部 職業対策課 課長 杉本 秀司

北海道労働局 職業安定部 職業対策課 外国人雇用対策担当官  宮谷 朋弥

【事業所管省庁】

農林水産省 経営局 就農・女性課 経営専門官 高嶋 正幸

農林水産省 経営局  就農・女性課 経営専門職 四季 拓雅

北海道 農政部 農業経営局 農業経営課 課長 渡辺 稔之

北海道 農政部 農業経営局 農業経営課 主幹 花岡 弘毅

北海道 農政部 農業経営局 農業経営課 主査 今井 慎

北海道 経済部 労働政策局 雇用労政課 主査 荒木 祐亮

【特定技能所属機関を構成員とする団体その他の関係者】

北海道農業法人協会 事務局 本西 誠亮

北海道農業協同組合中央会 ＪＡ総合支援部 営農支援担当課長  林 亮年

北海道農業協同組合中央会 ＪＡ総合支援部 主査  太田 慎太郎

一般社団法人 北海道農業会議 農政・業務担当部長 佐藤 匡紀

(オブザーバー)

北海道農政事務所 生産経営産業部 担い手育成課 課長   嶋宮 修

北海道農政事務所 生産経営産業部 担い手育成課 課長補佐 深澤 慎紀

北海道農政事務所 生産経営産業部 担い手育成課 係員 向川 栞



資料１  

北海道地域運営委員会の設置について 

１．目的 

北海道地域農業特定技能協議会規約第５条の規定を踏まえ、北海道地域

農業特定技能協議会（以下「地域協議会」という。）の招集、共有する情報

の内容その他の協議会の運営に必要な事項の決定を行うため、運営委員会

を設置する。 

２．活動内容 

(1) 地域協議会を招集するかどうかの決定

(2) 地域協議会の構成員に共有する情報の決定

(3) 情報共有の方法や時期の決定

(4) 特定技能所属機関、登録支援機関、派遣先事業者に対し、アンケート調

査、ヒアリング、現地調査等の協力を要請するかどうかの決定

(5) 運営要領の制定・変更その他地域協議会の運営に関する重要事項の決定

３．構成員及びオブザーバー 

別紙のとおり 

４．事務局 

農林水産省経営局就農・女性課 

５．開催時期 

 必要があるときに、運営委員会を開催（書面開催も可能）し、法務大臣に

受入れの停止の措置を求める場合等、特に重要な事項を協議する必要があ

る場合には、地域協議会を招集する。 



（別紙） 

運営委員会 構成員及びオブザーバー 

１． 構成員 

【事業所管省庁】 

農林水産省経営局就農・女性課 

北海道農政部農業経営局農業経営課 

【制度所管省庁】 

札幌出入国在留管理局審査部門

  北海道警察本部刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策課

  北海道労働局職業安定部職業対策課 

【農業分野の特定技能所属機関を構成員とする団体その他の関係者】 

北海道農業法人協会 

  北海道農業協同組合中央会 

  北海道農業会議 

 北海道地域の労働者派遣形態による特定技能所属機関を構成員とする団

体その他の農林水産省等が適当と認める団体 

２．オブザーバー 

  北海道農政事務所生産経営産業部担い手育成課



資料２

北海道地域運営委員会決定第 号

令和元年 月  日

「北海道地域農業特定技能協議会」運営要領（案）

 北海道地域農業特定技能協議会規約第７条の規定に基づき、北海道地域農業特定技能協議

会（以下「地域協議会」という。）の組織及び運営に関し次のように定める。

 （入会）

第１条 農業特定技能協議会の構成員である特定技能所属機関であって北海道を住所とす

るものを、地域協議会の構成員とする。

第２条 地域協議会の構成員となろうとする北海道地域の農業分野の特定技能所属機関を

構成員とする団体は、次に掲げる事項を農林水産省に届け出なければならない。

一 名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 当該団体の構成員その他組織体制が確認できる書類

２ 農林水産省は、前項の届出により、当該団体が北海道地域の相当程度の数の特定技能所

属機関を構成員としていること等が確認された場合は、当該団体を地域協議会の構成員と

するものとする。

 （退会及び除名）

第３条 地域協議会の構成員となっている特定技能所属機関は、農業特定技能協議会の構成

員でなくなったときは、地域協議会から退会したものとする。

第４条 第２条第２項の規定により地域協議会の構成員となっている団体は、退会する旨を

農林水産省に届け出ることができる。

２ 地域協議会は、第２条第２項の規定により地域協議会の構成員となっている団体が次の

各号のいずれかに該当するときは、当該団体を構成員から除名することができる。

一 当該団体が北海道地域の相当程度の数の特定技能所属機関を構成員としていると認

められないとき

二 北海道地域農業特定技能協議会規約第３条第２項に規定する地域協議会に対する協

力を怠ったとき

三 地域協議会の運営を妨げる行為又は地域協議会の信用を失わせると認められる行為

をしたとき

 （構成員名簿の作成及び公表）

第５条 農林水産省は、地域協議会の構成員となっている者の氏名又は名称及び住所等を記

載した構成員名簿を作成し、その概要を公表するものとする。

 （地域運営委員会）

第６条 地域運営委員会は、地域協議会の招集、共有する情報の内容その他の地域協議会の



運営に必要な次に掲げる事項の決定を行う。

一 地域協議会を招集するかどうかの決定

二 地域協議会の構成員に共有する情報の決定

三 情報共有の方法や時期の決定

四 特定技能所属機関、登録支援機関、派遣先事業者に対し、アンケート調査、ヒアリン

グ、現地調査等の協力を要請するかどうかの決定

五 運営要領の制定・変更その他地域協議会の運営に関する重要事項の決定

２ 農林水産省は、必要があるときに、構成員を招集し、又は議事の内容を記載した書面若

しくは電子メールを構成員に送付し、地域運営委員会を開催する。

３ 農林水産省は、地域運営委員会の議事に鑑みて必要があると認めるときは、学識経験者

その他の地域運営委員会の構成員以外の者に地域運営委員会への出席を求めるものとす

る。

 （地域協議会の招集）

第７条 地域運営委員会は、看過しがたい偏在が生じており大都市圏での受入れの自粛を求

める必要がある場合等、特に重要な事項を協議する必要がある場合に、地域協議会を招集

するものとする。

２ 地域運営委員会は、やむを得ない事由により地域協議会を招集できない場合、議事の内

容を記載した書面を構成員に送付し、その意見を徴し又は賛否を問うた上、構成員の了承

をもって地域協議会における協議に代えることができる。

 （議事の公開等）

第８条 地域協議会及び地域運営委員会は、原則として非公開とするが、会議資料及び議事

要旨は、原則として公表する。

 （その他）

第９条 本運営要領に定めるもののほか、地域協議会及び地域運営委員会の組織及び運営に

関し必要な事項は、地域運営委員会において定める。

  附 則

この要領は、  年  月 日から施行する。



令和元年６月
出入国在留管理庁

Immigration Services Agency of Japan

出入国在留管理庁

資料３ 



特定技能外国人の申請状況等について（令和元年６月７日現在）

【今後の方針等】
○ 中小企業を含む多くの方々に制度を活用いただくためには，登録支援機関の登録数を増加させることが必要

特定技能試験等の実施状況について

今後の実施予定

実施場所 受験者数・合格者数

介護（技能・日本語）（４月１３・１４日）

（５月２５・２６・２７日）

フィリピン

受験者数：１１３人，合格者数：９４人（技能），
９７人（日本語），うち８４人が両試験に合格

受験者数：３３６人

宿泊（技能）（４月１４日） 日本国内 受験者数：３９１人，合格者数：２８０人

外食業（技能）（４月２５・２６日） 日本国内 受験者数：４６０人，合格者数：３４７人

国際交流基金日本語基礎テスト
（４月１３・１４日）

（５月２５・２６・２７日）

フィリピン

受験者数：５７人，合格者数：３３人

受験者数１１０人

実施状況（４月・５月）

① 登録支援機関登録 申請 ２，１６７件 登録 ４６２件

② 在留資格認定証明書交付 申請 １００件 交付 １２件

③ 在留資格変更許可 申請 ４８件 許可 ２件

④ 特例措置としての「特定活動」 許可 ２２３件（未交付含む）

※ 申請数については速報値

引き続き適正かつ迅速な審査・登録に努める

Immigration Services Agency of Japan

出入国在留管理庁特 定 技 能 制 度 全 体 の 運 用 状 況

※６月については，介護分野の技能・日本語試験及び国際交流基金日本語基礎テストを，６月１５・１６日に実施。

○ 国外試験
・ 介護分野の技能・日本語試験については，フィリ
ピンにおいて， ６月２２・２３・２４日に実施予定
（国際交流基金日本語基礎テストについても，同
日にフィリピンで実施予定）

・ 宿泊分野及び外食業分野については，本年秋以
降に実施予定

・ 他の分野については，本年度中に実施予定
○ 国内試験
・ 外食業分野については，６月２４・２７・２８日に国
内７か所で実施予定

・ 他の分野については，本年秋以降に実施予定



○ 情報共有

特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保等のために必要又は有益な情報を速やかに共有する。

この情報には，特定技能外国人に係る求人・求職に関与する両国内の機関による以下の行為に関する情報を含む。

・ 保証金の徴収，違約金の定め，人権侵害行為，偽変造文書等の行使及び費用の不当な徴収 など

○ 問題是正等のための協議

定期又は随時に協議を行い，本制度の適正な運用のために改善が必要と認められる問題の是正に努める。

新たな在留資格について，平成３１年から外国人材の送出しが想定される日本語試験を実施する９か国（ベトナム，

フィリピン，カンボジア，中国，インドネシア，タイ，ミャンマー，ネパール，モンゴル）との間で，同年３月まで

に，悪質な仲介事業者の排除を目的とし，情報共有の枠組みの構築を内容とする二国間取決めのための政府間文書の

作成を目指す〔外務省，法務省，厚生労働省，警察庁〕

総合的対応策（施策番号100番）

ＭＯＣのポイント

○ 署名済み：フィリピン（3/19），カンボジア（3/25），ネパール（3/25），ミャンマー（3/28）

モンゴル（4/17）

○ 実質合意：ベトナム，中国，インドネシア，タイ

署名・交渉状況

「特定技能」に関する二国間取決め（ＭＯＣ）の概要 Immigration Services Agency of Japan

出入国在留管理庁
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新たな外国⼈材の受⼊れのための在留資格「特定技能」について

新たな外国⼈材の受⼊れのための在留資格「特定技能」の創設

新たな外国⼈材の受⼊れのための在留資格「特定技能」は、深刻化する⼈⼿不⾜に対応するため、⽣産性向上や国内⼈材の確
保のための取組を⾏ってもなお⼈材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、⼀定の専門性・技能を有し即
戦⼒となる外国⼈材を受け⼊れる制度です。農林⽔産省の所管では4分野（農業、漁業、飲⾷料品製造業、外⾷業）で受け⼊れ
ることとしております。新たな在留資格「特定技能」は、平成31年4⽉1⽇から施⾏されています。

農業分野における新たな外国⼈材の受⼊れについて（平成31年4⽉）(PDF : 1,914KB)

【農業分野】新たな外国⼈材の受⼊れ制度に関するQ&A（平成31年3⽉29⽇時点）(PDF : 523KB)

特定技能の在留資格に係る制度の運⽤に関する基本⽅針・分野別運⽤⽅針及び要領［外部リンク（法務省）］

外国⼈材受⼊れ・共⽣のための総合的対応策［外部リンク（法務省）］

外国⼈材の受⼊れ・共⽣に関する関係閣僚会議［外部リンク（⾸相官邸）］

外国⼈の受⼊れ・共⽣に関する⾦融関連施策について［外部リンク（⾦融庁）］

〇農業者向けパンフレット 

パンフレット「特定技能外国⼈の受⼊れが始まりました︕〜受⼊れにあたって押さえるべきポイントとは〜」(PDF : 
1,792KB)

〇特定技能外国⼈受⼊れに関する運⽤要領

特定技能外国⼈受⼊れに関する運⽤要領 (PDF : 1,116KB) ［外部リンク（法務省）］

1号特定技能外国⼈⽀援に関する運⽤要領 (PDF : 259KB) ［外部リンク（法務省）］

・農業分野に係る要領別冊

本⽂・別表(PDF : 111KB)

【参考様式第11-1号】農業分野において直接雇⽤形態で特定技能外国⼈の受⼊れを⾏う特定技能所属機関に係る誓約書
(PDF版: 5KB 、WORD版: 21KB )

【参考様式第11-2号】派遣先事業者誓約書(PDF版: 14KB 、WORD版: 25KB )

【参考様式第11-3号】農業分野において派遣形態で特定技能外国⼈の受⼊れを⾏う特定技能所属機関に係る誓約書(PDF版: 
7KB 、WORD版: 22KB )

【参考様式第11-4号】登録⽀援機関誓約書(PDF版: 4KB 、WORD版: 19KB )

〇農業技能測定試験及び⽇本語能⼒試験について

［農業技能測定試験］

   農業技能測定試験については、今年秋以降に実施すべく、現在準備中です。

［⽇本語能⼒試験］

  試験の詳細についてはこちらのページをご確認ください→⽇本語能⼒試験［外部リンク（(独)国際交流基⾦）］

Page 1 of 3新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」について：農林水産省

2019/06/24http://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/new.html

資料５



〇農業特定技能協議会の開催状況等

(協議会)

第1回農業特定技能協議会(平成31年3⽉27⽇)

会議資料(PDF : 1,280KB)

議事概要(PDF : 147KB)

決定事項
「農業特定技能協議会」規約(農業特定技能協議会決定第1号)(PDF : 232KB)

(運営委員会)

第1回農業特定技能協議運営委員会(平成31年3⽉27⽇)

会議資料(1)(PDF : 967KB) 、(2)(PDF : 1,035KB)

議事概要(PDF : 167KB)

決定事項
「農業特定技能協議会」運営要領(運営委員会決定第1号)(PDF : 186KB)

第2回農業特定技能協議運営委員会(令和元年5⽉28⽇(書⾯による持ち回り開催)) 

会議資料(1)(PDF : 1,583KB) 、(2)(PDF : 1,468KB)

議事概要(PDF : 114KB)

決定事項
農業特定技能協議会の構成員であることの証明の⽅法の決定について(運営委員会決定第2号)(PDF : 108KB)

〇「農業特定技能協議会」への加⼊⽅法等について 

   初めて農業分野の特定技能外国⼈を受け⼊れた場合には、当該特定外国⼈を受け⼊れた後4か⽉以内に「農業特定技能協議
会」に加⼊し、加⼊後は農業特定協議会に対し、必要な協⼒を⾏うなどしなければなりません。
   なお、4ヶ⽉以内に農業特定技能協議会に加⼊していない場合には、特定技能外国⼈の受⼊れができないこととなるのでご注
意ください。
加⼊については、下記の⼊⼒フォームから必要事項を記⼊の上、ご登録ください。
個⼈の⽅はこちら
法⼈の⽅はこちら

加⼊後に変更等が⽣じた場合はこちらから(個⼈の⽅ )(法⼈の⽅ )速やかに報告願います。
農業特定技能協議会から退会する場合はこちらから(個⼈の⽅ )(法⼈の⽅ )⼊⼒ください。
なお、地域協議会が設置された場合、当該農業特定技能協議会に加⼊された⽅は、追加の加⼊申請をすることなく所在の都道
府県を管轄する地域協議会の構成員にもなりますのでご了承ください。

〇「農業特定技能協議会」の加⼊者⼀覧表 

  「農業特定技能協議会」 運営要領第5条の規定に基づき、加⼊者の⽒名を公表いたします。
なお、こちらから送付する「加⼊通知書」は2回目以降の受⼊れの際に必要となります。
そのため、「加⼊通知書」は⼤切に保管いただきますようよろしくお願いいたします。

加⼊年⽉⽇ 協議会構成員番号 都道府県名 ⽒名（名称）
令和元年6⽉3⽇ 6-27-00001 ⼤阪府 株式会社GFF

お問合せ先
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PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない⽅は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

経営局就農・⼥性課
担当者︓雇⽤労働グループ
代表︓03-3502-8111（内線5203）
ダイヤルイン︓03-6744-2162

公式SNS イベント情報 関連リンク集 農林⽔産省
トップページへ

住所︓〒100-8950 東京都千代⽥区霞が関1-2-1
電話︓03-3502-8111（代表）
法⼈番号︓5000012080001

ご意⾒·お問い合わせ アクセス·地図

サイトマップ プライバシーポリシー リンクについて・著作権 免責事項

Copyright : Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
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直接雇⽤
派遣形態

ホーム > 経営 > 農業分野における外国⼈の受⼊れについて > 新たな外国⼈材の受⼊れのための在留資格「特定技能」について > 「農業特定
技能協議会」⼊会申込みフォーム（個⼈⽤）

「農業特定技能協議会」⼊会申込みフォーム（個⼈⽤）

   初めて農業分野の特定技能外国⼈を受け⼊れた場合には、当該特定外国⼈を受け⼊れた後4か⽉以内に「農業特定技能協議
会」に加⼊し、加⼊後は農業特定協議会に対し、必要な協⼒を⾏うなどしなければなりません。
   農業特定技能協議会へ加⼊を希望する場合は、次の事項をお読みになり、必要事項を⼊⼒の上、「送信確認」ボタンを押し
てください。
なお、登録いただいたメールアドレス宛に「加⼊通知書」を送付予定としておりますので、もしメールアドレスをお持ちでな
い場合は、申請前に必ずメールアドレスの取得をお願いいたします。
   また、地域協議会が設置された場合、当該農業特定技能協議会に加⼊された⽅は、追加の加⼊申請をすることなく所在の都
道府県を管轄する地域協議会の構成員にもなりますのでご了承ください。

在留カード番号(受⼊⼈数分記⼊)（必須）

⽒名(代表者)（必須）

⽒名(フリガナ)（必須）

郵便番号(ハイフンも⼊⼒)（必須）

住所（必須）

担当者役職

担当者⽒名

電話番号(ハイフンも⼊⼒)（必須）

メールアドレス（必須）

メールアドレス(確認⽤)（必須）

所属団体（必須）


雇⽤形態（必須）

(派遣形態の場合)労働者派遣事業の許可番号／旧特定労働者派遣事業の届出受理番号

受け⼊れる者の国籍・⼈数(国名︓○⼈)（必須）
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委託する
委託しない

同意する

同意する

同意する

同意する

同意する

受け⼊れる者の状態(技能実習2号修了者／試験合格者)（必須）


登録⽀援機関に対する⽀援委託の有無（必須）

(委託する場合)登録⽀援機関の名称

(委託する場合)登録⽀援機関の登録番号

以下、会員の遵守事項(遵守すべき事項を怠った場合、除名となる可能性があります。)

外国⼈に係る出⼊国⼜は労働に関する法令の規定を遵守すること（必須）

農業特定技能協議会運営要領及び関連する諸規定の内容を理解し、これを遵守すること（必須）

協議会の構成員名簿にて⽒名等を公表することについて同意すること（必須）

協議会が情報の提供、意⾒の聴取、現地調査の実施その他の必要な協⼒を求めた場合には、これに協⼒すること（必須）

登録⽀援機関に1号特定技能外国⼈⽀援計画の実施を委託するにあたっては、協議会に必要な協⼒を⾏う登録⽀援機関に委託すること（必須）

送信確認 リセット

お問合せ先

経営局就農・⼥性課
担当者︓雇⽤・労働グループ
代表︓03-3502-8111（内線5203）
ダイヤルイン︓03-6744-2162

公式SNS イベント情報 関連リンク集 農林⽔産省
トップページへ

住所︓〒100-8950 東京都千代⽥区霞が関1-2-1
電話︓03-3502-8111（代表）
法⼈番号︓5000012080001

ご意⾒·お問い合わせ アクセス·地図

サイトマップ プライバシーポリシー リンクについて・著作権 免責事項

Copyright : Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
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